
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷の昇降に用いられる電気駆動装置の回転速度を監視および制御する方法であって、
前記電気駆動装置が、定格速度を有する非同期電動機と、停止トルクを発生する制動装置
と、を有し、かつ周波数変換器を介して交流配電網に接続され、
　前記非同期電動機を回転させて第 1のトルクを発生し、持ち上げ動作を負荷に伝達する
ステップと、
　前記第１のトルクを前記停止トルクの大きさよりも小さい大きさを有するように調整す
るステップと、
　命令信号発生器における第１のコンタクトの操作によって負荷に持ち上げ動作を導入す
るステップと、
　命令信号発生器における第２のコンタクトを作動させて、電気駆動装置の実際の回転速
度を測定し、回転数制御装置において、最大許容負荷より小さい負荷を持ち上げるときの
定格速度を越えて、前記非同期電動機において決定されている最大許容回転速度に対応す
る速度で前記負荷を持ち上げるために、前記実際の回転速度と目標速度値とを比較して、
前記周波数変換器から前記非同期電動機に供給すべき最大許容周波数を決定するステップ
と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　第２のトルクを発生するように前記非同期電動機を回転させて、定格速度での下降動作
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を前記負荷に伝えるステップと、
　前記制動装置により前記制動トルクを発生させて、前記負荷の定格速度を減速させるス
テップであって、前記制動トルクが、所定の許容時間以内に前記定格速度を零まで減速す
るために必要な量を有するステップと、
をさらに含む請求項１に記載の方法
【請求項３】
　前記測定された実際の回転速度と、限界値を決定する電気駆動装置定格点についての所
定の目標周波数値とを絶えず比較して、前記実際の速度が前記限界値を超えるかどうかを
判定するステップと、
　前記実際の速度が前記限界値より小さいと判定するときに、前記周波数変換器によって
前記非同期電動機に提供される周波数を増加させるステップと、
をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記実際の速度が前記限界値を超えると判定するときに、前記制動装置を作動させるス
テップをさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　周波数目標値を変更するために、付加的な制御信号を命令信号発生器から回転数制御装
置に与えるステップをさらに含む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記与えるステップは、前記付加的な制御信号としてアナログ信号を与えることを特徴
とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記与えるステップは、前記アナログ信号として電圧を与えることを特徴とする請求項
６に記載の方法。
【請求項８】
　前記与えるステップは、
　前記付加的な制御信号および前記第１のコンタクトの作動を利用したときの最小回転速
度を定めるステップと、
　前記実際の速度が最小および最高速度によって定められた範囲の中となるように、前記
第 2のコンタクトの作動時点での最大速度を定めるステップと、
を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　制動装置を含み、荷重を昇降するために周波数変換器を通して交流システムによって運
転される非同期電動機の回転速度を監視および制御する装置であって、
　非同期電動機に接続されて、該非同期電動機の回転速度を測定する回転速度測定器と、
　前記周波数変換器、前記非同期電動機の方向と速度を制御するための信号を発生する命
令信号発生器、および前記制動装置に接続され、周波数目標値と、前記回転速度測定器か
ら受信される回転速度信号および前記命令信号発生器から受信される制御信号に基づいて
最大許容周波数値とを発生し、かつ、前記発生された周波数目標値および最大許容周波数
値に基づいて、前記周波数変換器から前記非同期電動機に提供される周波数を制御する回
転速度制御装置と、
を備えることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、制動装置を備え周波数変換器を介して交流配電網又は３相交流配電網に接続さ
れている非同期電動機を有する電気駆動装置の監視及び／又は回転数の制御方法及び装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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引き上げ装置は、多くの場合、小コストであり保守が不要な３相交流非同期電動機により
駆動される。非同期電動機は、３相配電網では例えば５０Ｈｚの配電網周波数に因り原理
的に１つの固定定格回転数で動作し、この定格回転数からのずれは、僅かしか可能でない
。そして回転数を制御して変えるためには、配電網と非同期電動機の間に周波数変換器を
挿入しなければならない。
【０００３】
引き上げ及び持上げ装置は、それらが確実に作動されることが可能であり、負荷の危険な
運動による人員の障害及び物の損傷が防止されるように構成され寸法決めされていなけれ
ばならない。
【０００４】
とりわけ、負荷運動は、電動機及びブレーキにより制動できなければならず、吊られてい
る負荷は保持されることができなければならない。
【０００５】
従来の技術として、周波数変換器を介して電動機磁界を弱めることにより周波数に依り回
転数を調整でき、これにより重い負荷は緩慢な速度で持上げ、軽い負荷は定格速度で持上
げることができる解決法（ヨーロッパ特許出願公開第０３４７４０８号公報）が公知であ
る。しかし、この場合、引き上げ動作だけでなく下降動作も引き上げ装置においては安全
動作の面で重要であることが見落とされている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
請求項１及び請求項１０に記載の発明の課題は、持上げ及び下降のための制動装置を備え
周波数変換器を介して３相交流配電網に接続されている非同期電動機から成る引き上げ装
置を、相応に安全に構成することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題は、本発明により、負荷を持上げる引き上げ駆動装置が発生する最大トルクが、
制動装置の停止トルクに比して小さく調整されることにより解決される。これにより、負
荷がいかなる位置にあっても、人間及び物にとって危険で許容されない程に大きくかつ急
速な下降が回避されることが保証される。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の基本思想の１つの実施形態では、使用可能な制動トルクが、最大の電動機トルク
よりある付加的な大きさだけ増加される。この付加的な大きさは、定格速度で最大負荷が
下降運動する際に、持上げられた負荷を停止状態まで許容時間以内で減速するために必要
な大きさである。これにより、下降作動での許容されない加速に対する安全性が更に高ま
る。
【０００９】
別の１つの有利な実施例では、最大負荷に到達しない場合には、持上げられた負荷に対し
て、定格速度を越えて運転することができる最大許容周波数が求められる。有利には、こ
の場合、制動安全性の許容範囲内で電動機の能力が利用される。
【００１０】
本発明の方法の別の１つの実際の上で有利な実施形態では、第１のコンタクトにより持上
げ運動を開始させ、それのシーケンスコンタクトにより評価動作をトリガする命令信号発
生器のシーケンスコンタクトが作動された時点に、回転数制御装置が回転数実際値と周波
数出力目標との比較により、吊られている負荷のための最大許容周波数を求める。従って
、持上げ動作の開始時に許容速度限界値を負荷に依存して求めることができることにより
安全性が高められる。
【００１１】
本発明の別の１つの有利な実施形態では、最大許容周波数を求めるために、まず初めに電
気駆動装置定格点に対する周波数目標値が前もって与えられ、回転数偏差が測定され、次
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いで回転数偏差が定格値を下回るときには、測定値に応じてより大きい最大周波数が周波
数変換器に出力される。これにより、より高い回転数とすることにより電動機の能力がよ
り良好に利用される。更に好ましくは電気駆動装置定格点が利用される、何故ならばこの
点での特性はほぼ線形であるからである。これは非同期電動機にとって有利であり、再現
可能な動作を実現する。
【００１２】
本発明の１つの実施形態では、回転数制御装置は、持上げ運動の間に連続的に回転数と周
波数目標値の偏差を検出して、電気駆動装置の限界値を越えたかどうかを監視し、限界値
を越えた場合には制動装置を非常停止装置として作動させる。これにより、持上げ装置に
後から加わるこれまで考慮されなかった予期されない負荷に対しても付加的な安全性が得
られる。
【００１３】
本発明の別の１つの有利な実施形態では、命令信号発生器の第１のコンタクトのコンタク
ト作動とシーケンスコンタクトの作動との間で周波数目標値を連続的とするために、付加
的な制御信号を命令信号発生器から出力させる。この場合、操作員がこの命令信号発生器
を介して直接に速度を制御でき、有利である。
【００１４】
この場合、付加的な制御信号として例えば電圧等のアナログ信号を使用できる。このよう
なアナログシステムは制御技術的に有利に処理できる。
【００１５】
本発明の別の１つの有利な実施例では、第１のコンタクトのコンタクト作動の時点でのア
ナログ信号の大きさと、シーケンスコンタクトの作動時点でのアナログ信号の大きさとが
、その都度の最大許容回転数及び最大許容周波数を定め、アナログ信号によりすべての回
転数目標値又は周波数目標値が、許容領域内で前もって与えられる。これにより命令信号
発生器の出力が最適となり、可及的最大の精度又は分解能が得られる。
【００１６】
装置技術的には上記課題は、本発明により次のように解決される。すなわち電動機の回転
数測定器と持上げ運動の方向及び速度のための命令信号発生器とに結合されている回転数
制御装置が、周波数変換器と制動装置とに接続されており、回転数制御装置が非同期電動
機の回転数実際値及び回転方向と、所望の持上げ運動のための命令信号発生器の制御命令
信号とを検出し、これらのデータから回転数制御装置は、周波数変換器のための周波数目
標値と、最大許容周波数目標値とを形成する。この場合、回転数制御装置は、周波数変換
器のための周波数目標値を最大許容周波数以下に制限する。
【００１７】
【実施例】
次に本発明を実施例に基づいて図を用いて詳細に説明する。
【００１８】
非同期電動機１は伝動装置２を介してロープドラム３を駆動あるいは制動し、ロープドラ
ム３のロープ４に負荷５が懸下されている。
非同期電動機１には、パルス発生器６の形式の回転数測定器６ａが接続されており、回転
数測定器６ａのパルス７は第１の制御線８を介して回転数制御装置９に到達する。
【００１９】
回転数制御装置９には、第２の制御線１０を介して非同期電動機１のためのブレーキ１１
が接続されている。
【００２０】
交流配電網１２と回転数制御装置９との間に周波数変換器１３が挿入接続されており、周
波数変換器１３は交流電圧部分１２ａ、直流電圧部分１３ｂ及び周波数変換器部分１３ｃ
とを有する。
【００２１】
回転数制御装置９には、制御ケーブル１４を介して命令信号発生器１５（手動制御器）が
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接続されている。
【００２２】
命令信号発生器１５の中には、“負荷持上げ”への切換え装置１５ａと、“負荷降下”へ
の切換え装置１５ｂとが、設けられている。更に、電圧変化への切換え部分１５ｃが内蔵
されている。
【００２３】
制動装置１１は電気的に換気されるブレーキを有する。すべり回転子を有する非同期電動
機１では、電気的なブレーキ換気は電動機クランプ電圧をスイッチオンすることにより行
われる。
【００２４】
パルス発生器６は電動機回転数ｎに応じて電気信号を発生する。
【００２５】
引き上げ運動の方向及び速度のための命令信号発生器１５は、制御ケーブル１４と回転数
制御装置９を介して周波数変換器１３と、制動装置１１とに接続されている。
【００２６】
回転数制御装置９は、非同期電動機１の回転数実際値及び回転方向を検出し、更に、所望
の持上げ運動のための命令信号発生器１５の制御命令信号を受取り、これにより回転数制
御装置９は、周波数変換器１３のための周波数目標値と、最大許容周波数目標値とを形成
する。
【００２７】
伝動装置２及びロープドラム３を有する非同期電動機１から成り、非同期電動機１が周波
数変換器１３を介して３相交流配電網１２に接続されている電気駆動装置の監視及び／又
は回転数の制御方法は、非同期電動機１に作用する制動装置１１で特徴づけられる。
【００２８】
非同期電動機１、伝動装置２及びロープドラム３から成る持上げ駆動装置が負荷５を持上
げるために発生する最大トルク１６は、停止トルク１７より小さく調整されている（図２
）。
【００２９】
周波数変換器１３を有する非同期電動機１を速度が可変の持上げ装置のための持上げ駆動
装置として形成するために、使用可能な制動トルク１８を越える危険な負荷運動が防止さ
れ、更に持上げられた負荷が確実に停止されるように、異なる負荷に対して最大回転数が
制限されるように、この持上げ駆動装置は制限及び監視される。従って、負荷は、回転方
向が反転される際に常に確実に停止される。
【００３０】
この場合、使用可能な制動トルク１８は、ある付加的大きさ１９だけ最大の電動機トルク
１６より高くすると有利である。この付加的大きさは、最大負荷の下降運動が定格速度で
行われる際に、持上げられた負荷５を停止状態まで許容時間以内で減速し、そして確実に
制動するために必要な大きさである。
【００３１】
最大負荷に達しない場合は、持上げられた負荷５に対して、定格速度を越えて駆動するた
めに最大許容周波数が求められる。
【００３２】
回転数制御装置９は、命令信号発生器１５のシーケンスコンタクトが作動された時点で、
回転数実際値とそれに対して予め与えられている周波数出力目標値と０比較により、吊ら
れた負荷５に対して最大許容周波数を求める。この命令信号発生器１５は、第１のコンタ
クトにより、すなわち最初の命令信号により持上げ運動を開始させ、それのシーケンスコ
ンタクトにより、すなわち持上げ運動のためのシーケンスにおける一連の命令信号におい
て比較動作を開始させる。
【００３３】
最大許容周波数を求めるために電気駆動装置定格点２０（最大許容負荷＝定格トルク）に
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対する周波数目標値が前もって与えられる。何故ならばこの点では特性がほぼ線形である
からである。
【００３４】
次いで、回転数偏差が測定され、回転数偏差が定格値を下回るときには、測定値に応じて
より大きい最大周波数が出力される。
【００３５】
回転数制御装置９は持上げ運動の間に連続的に回転数と周波数目標値との間の偏差を検出
して電気駆動装置の限界値を越えたかどうかを監視し、回転数制御装置９が限界値を越え
たことを検出すると、制動装置１１は非常停止装置として作動する。
【００３６】
命令信号発生器１５の第１のコンタクトとシーケンスコンタクトの作動との間の周波数目
標値の無段制御のために、すなわちその目標値を連続とするために、付加的な制御信号を
命令信号発生器１５から出力することができる。付加的な制御信号として、例えば電圧等
のアナログ信号が使用される。
【００３７】
第１のコンタクトのコンタクト作動時点でのアナログ信号の大きさが最小回転数を定め、
シーケンスコンタクトの作動時点でのアナログ信号の大きさがその都度の最大許容回転数
又は最大許容周波数を定める。アナログ信号により、すべての回転数目標値又は周波数目
標値は許容領域内で前もって与えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の方法に必要な装置のブロック回路図である。
【図２】非同期電動機の回転数及びトルクを示す線図である。
【符号の説明】
１　非同期電動機
２　伝動装置
３　ロープドラム
４　ロープ
５　負荷
６　パルス発生器
６ａ　回転数測定器
７　パルス
８　第１の制御線
９　回転数制御装置
１０　第２の制御線
１１　ブレーキ
１２　交流配電網
１３　周波数変換器
１３ａ　交流電圧部分
１３ｂ　直流電圧部分
１３ｃ　周波数変換器部分
１４　制御ケーブル
１５　命令信号発生器
１５ａ　負荷持上げへの切換え装置
１５ｂ　負荷下降への切換え装置
１５ｃ　電圧変化への切換え部分
１６　負荷されている際の非同期電動機の最大トルク
１７　停止トルク
１８　制動トルク
１９　付加的大きさ
２０　電気駆動装置定格点
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ｎ　電動機回転数

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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